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EPOの審査ガイドラインにおけるクレーム補正および口頭審理を除く 

改定内容（発効日：2017年 11月 1日） 
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１．はじめに 

EPO は、年間ベースで審査ガイドラインを見直し、適宜に改定するという施策を掲げていま

す。このような施策の一環として、EPOは本年度も、改定を行いました。なお、前回の改定は、

2016年 11月に行われています。 

 

EPOにおける審査ガイドラインは、EPOによって発行された拘束力のない法律関係書類です。

審査ガイドラインに含まれる今回の改定は、EP特許プラクティスに合致して適切に権利化を図

る上で、非常に重要なものです。したがって、EPOにおける審査ガイドラインは、EP特許出願

を権利化すると共に、特許付与後の手続を適切に行う上で、間違いなく重要なツールであると言

えます。 

 

今回、EPO は、審査ガイドラインに関し、一部改定を行い、その内容を公表しました。改定

版の審査ガイドラインの発効日は、2017年 11月 1日です。 

 

 クレーム補正および口頭審理に関する改定を除く、「審査請求費用の払い戻し」、「サーチ費用

の減額」、「"priority period"の明確化」、「パーシャル・サーチレポートと"Provisional Opinion"」、

「開示の十分性」、「ユーザ-インタフェースの特許可能性」、「コンピュータが実施する外科的処

置方法、治療方法、及び、診断方法」に関する改定内容に関し、以下に詳細に説明します。 
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